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「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の継続に関するお知らせ 

 

 

 
 当社は、平成１９年６月２８日開催の取締役会において、「大規模買付行為への対応方針（以下「大規模

買付ルール」といいます）」の継続を決議いたしましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 当社は、平成１９年４月１３日開催の取締役会において、「大規模買付行為への対応方針」を決定し、同

日付でお知らせをしましたが、その際、「大規模買付ルール」の継続については、定時株主総会終結後、

最初に開催される取締役会において再度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。 

 

 このたび、本日開催の第１０３期定時株主総会において上記方針が承認され、株主総会終了後に開催さ

れた取締役会におきまして、当社は引き続き「大規模買付ルール」を採用することを決議いたしました。 

 

なお、「大規模買付ルール」の内容につきましては、当社ホームページ（ http://www.asaka-ind.co.jp ）

に掲載しております「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について」（平成１９年

４月１３日発表）をご参照ください。 

 

以  上 


